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こ
の
号
を
も
っ
て
４
年
前
に
選

ば
れ
た
議
員
に
よ
る
議
会
広
報
は

最
終
号
で
す
。
市
民
の
皆
様
に

と
っ
て
、
こ
の
議
員
を
選
ん
で
良

か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
出
来
る
４

年
間
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
今
号

が
発
行
さ
れ
た
頃
に
は
既
に
議
会

は
新
し
い
顔
ぶ
れ
で
す
。
市
民
の

皆
様
に
お
か
れ
て
は
、
選
ん
で
終

わ
り
で
は
な
く
、
投
票
に
よ
っ
て

候
補
者
に
信
託
し
権
限
を
与
え
た

主
権
者
の
責
務
と
し
て
、
議
会
を

注
視
し
、
市
長
や
議
員
を
よ
く
監

視
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
言
っ
て

い
る
こ
と
」と「
や
っ
て
い
る
こ
と
」

に
乖
離
が
あ
る
議
員
や
市
長
も
い

る
は
ず
で
す
。
政
治
家
の
当
落
は

全
て
国
民
の
意
思
に
よ
る
も
の
。

ぜ
ひ
と
も
今
号
を
鎌
倉
の
未
来
を

創
る
判
断
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

�

（
上
畠　

寛
弘
）

議
会
広
報
委
員
会

　
委 

員 

長　
保
坂　
令
子

　
副
委
員
長　
永
田
磨
梨
奈

　
委　
　
員　
西
岡　
幸
子

　
委　
　
員　
前
川　
綾
子

　
委　
　
員　
渡
辺　
　
隆

　
委　
　
員　
上
畠　
寛
弘

　
委　
　
員　
吉
岡　
和
江

編
集
後
記

　
２
月
定
例
会
で
は
、
議
員
か
ら

15
件
の
議
案
が
、
市
長
か
ら
49
件

の
議
案
が
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び

議
会
に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
《
議
員
提
出
議
案
》

重
度
訪
問
介
護
事
業
等
訪
問
系

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
援
の
充
実

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

国
は
国
庫
負
担
基
準
の
上
限
設

定
の
見
直
し
を
行
い
、
い
ず
れ
は

国
の
制
度
と
し
て
国
内
に
お
い
て

平
等
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
多
数

の
都
道
府
県
に
倣
っ
て
、
当
該
補

助
制
度
を
構
築
し
、
市
町
村
の
超

過
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
県

に
強
く
求
め
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
《
市
長
提
出
議
案
》

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
本
庁
舎
整
備
基
金
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

将
来
的
な
鎌
倉
市
役
所
本
庁
舎

の
整
備
に
要
す
る
財
源
に
充
て
る

鎌
倉
市
本
庁
舎
整
備
基
金
を
設
置

し
、
そ
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
た
め
に
、
条
例
を
制

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

　
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
、

第
６
号
）
お
よ
び
６
特
別
会
計
補

正
予
算
は
、
そ
れ
ぞ
れ
総
員
の
賛

成
で
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

財
産
管
理
事
務
お
よ
び
小
学
校

施
設
整
備
事
業
な
ど
の
所
要
の
経

費
を
追
加
す
る
と
と
も
に
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
お
よ
び
下
水
道

事
業
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
な
ど

を
減
額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

歳
入
歳
出
と
も
に
５
３
０
２
万
４

千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
額

は
６
２
２
億
８
０
１
１
万
１
千
円

と
な
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

道
路
維
持
修
繕
事
業
費
２
件
お

よ
び
道
路
新
設
改
良
事
業
費
に
つ

い
て
、
債
務
負
担
行
為
の
追
加
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
９
億
７
２
５

１
万
４
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後

の
総
額
は
82
億
６
７
９
万
２
千
円

と
な
り
ま
す
。

大
船
駅
東
口
市
街
地
再
開
発
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
３
１
１
万
円

を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
６

２
３
１
万
円
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
７
億
９
５
２

２
万
４
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後

の
総
額
は
２
１
８
億
１
２
６
０
万

９
千
円
と
な
り
ま
す
。

公
共
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
１
３
６
５
万

４
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
総

額
は
３
億
７
８
６
５
万
４
千
円
と

な
り
ま
す
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
５
億
３
８
７

３
万
３
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後

の
総
額
は
１
６
１
億
６
５
１
０
万

円
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
と
も
に
５
４
０
８
万

円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は

52
億
９
１
９
８
万
円
と
な
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
委
員

　

教
育
委
員
会
委
員
に
、
次
の
方

を
選
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ
り
同
意

し
ま
し
た
。

山
田　

理
絵
氏
（
浄
明
寺
在
住
）

人
権
擁
護
委
員

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
う
候
補
者
と
し
て
、
次
の
方
を

法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に

よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

渡
邊　

武
二
氏
（
常
盤
在
住
）

東
山　
　

勉
氏
（
大
町
在
住
）

岡
崎
美
奈
子
氏
（
手
広
在
住
）

渡
邉　

義
忠
氏
（
城
廻
在
住
）

　

任
期
は
、
平
成
29
年
７
月
１
日

か
ら
３
年
間
で
す
。

　

３
月
30
日
に
議
会
全
員
協
議
会

を
開
催
し
、
市
長
か
ら
次
の
報
告

を
受
け
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

鎌
倉
市
本
庁
舎
整
備
方
針
に
つ
い
て

　

本
庁
舎
は
、
本
市
の
防
災
中
枢

的
機
能
を
果
た
す
施
設
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
か
ら
、「
現
在
地
建
替

え
」「
現
在
地
長
寿
命
化
」「
そ
の

他
の
用
地
へ
の
移
転
」に
つ
い
て
、

市
民
対
話
に
よ
り
市
民
意
見
等
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
鎌
倉
市
本
庁

舎
整
備
方
針
策
定
委
員
会
に
お
い

て
検
討
し
て
き
た
。

　

こ
の
た
び
同
委
員
会
か
ら
の

「
移
転
を
選
択
す
る
」
と
の
提
言

を
受
け
、
本
市
と
し
て
は
「
移
転

し
て
整
備
す
る
方
針
」
と
し
た
。

　

な
お
、
整
備
に
係
る
経
費
に
つ

い
て
は
、
財
政
負
担
軽
減
の
た
め

に
、
公
共
施
設
の
集
約
・
複
合
化

や
事
業
手
法
等
を
積
極
的
に
検
討

し
て
い
く
と
と
も
に
、
今
後
も
市

民
、
地
域
と
の
協
議
プ
ロ
セ
ス
を

大
事
に
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

予
算
新
年
度

第119号 平成29年度鎌倉市一般会計予算（上／修正案　下／修正部分を除く原案）
可決
可決

条
例

第126号 鎌倉市本庁舎整備基金条例の制定について 可決
第128号 鎌倉歴史文化交流館条例の制定について 可決

第132号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

第133号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決

議
会
議
案

第42号 子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮
頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書の提出について 可決

第45号 重度訪問介護事業等訪問系サービスに対する支援の充実を求める
意見書の提出について 可決

第46号 地域住民の平穏な生活を確保すべく、正月三が日やゴールデンウィークの特異日に
おける江ノ島電鉄の混雑について、速やかな対策を求める意見書の提出について 可決

陳情 第75号 県営鎌倉団地跡地活用要望についての陳情 採択

鎌

倉

夢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
会

み
ん
な
の
鎌
倉

公

正

と

法

公

明

党 

鎌
倉
市
議
会 

議

員

団

鎌
倉
み
ら
い

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

神

奈

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運

動
・

鎌

倉

無

所

属
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
髙
橋　
浩
司

日
向　
慎
吾

永
田　
磨
梨
奈

小
野
田　
康
成

渡
辺　
隆

河
村　
琢
磨

久
坂　
く
に
え

中
村　
聡
一
郎

上
畠　
寛
弘

中
澤　
克
之

長
嶋　
竜
弘

渡
邊　
昌
一
郎

大
石　
和
久

西
岡　
幸
子

納
所　
輝
次

池
田　
実

前
川　
綾
子

山
田　
直
人

吉
岡　
和
江

赤
松　
正
博

三
宅　
真
里

保
坂　
令
子

千　
　
一

竹
田　
ゆ
か
り

岡
田　
和
則

松
中　
健
治
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○：賛成　－：反対　退：退席

　会　派　名

　議　員　名

主　　　な　　　議　　　案　　　等 議決
結果

※�会派は、政策を中心とした同一の理念を共有
する２人以上の議員で構成されます。本市議
会では、会派に属する議員は代表質問を行っ
たり、議会運営委員会の委員となり、議会運
営に関する協議を行うことができます。

※◎は会派の代表者
※中澤克之議員は議長のため、
　採決には参加していません。

※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※１�平成29年１月31日付けで、渡邊昌一郎議員が「公正と法」に入会。　　※２�平成29年２月15日付けで、「公正と法」の代表者は上畠寛弘議員に変更。

議 決 さ れ た 主 な 議 案 等

法
人
が
新
た
な
体
制
と
な
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
議
会
と
し
て

は
、
課
題
解
決
に
向
け
た
動
向

を
注
視
す
べ
き
と
考
え
て
い
る

こ
と
、
市
は
障
害
者
福
祉
部
門

等
で
多
数
の
事
業
を
委
託
す
る

立
場
、
ま
た
多
額
の
補
助
金
を

支
出
す
る
立
場
と
し
て
、
そ
の

適
切
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
関
わ
り
を
深

め
、指
導
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と

を
求
め
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ

れ
、
併
せ
て
同
法
第
１
０
０
条

第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

法
人
の
前
理
事
長
を
、
証
人
尋

問
時
の
証
言
拒
否
お
よ
び
虚
偽

証
言
な
ら
び
に
記
録
提
出
拒
否

で
告
発
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
も
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

本
報
告
書
を
基
に
、３
月
22

日
の
本
会
議
で
、連
合
審
査
会
の

委
員
長
を
務
め
た
観
光
厚
生
常

任
委
員
長
か
ら
、調
査
の
最
終
報

告
が
行
わ
れ
、報
告
は
総
員
に
よ

り
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
続
け
て

「
証
言
拒
否
、
虚
偽
証
言
及
び
記

録
提
出
拒
否
の
告
発
に
つ
い
て
」

が
日
程
追
加
さ
れ
、
総
員
の
賛

成
に
よ
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

昨
年
12
月
か
ら
観
光
厚
生
常

任
委
員
会・
総
務
常
任
委
員
会

連
合
審
査
会
に
お
い
て
調
査
を

行
っ
て
き
た
「
社
会
福
祉
法
人

ラ
フ
ァ
エ
ル
会
の
施
設
管
理
に

つ
い
て
」に
つ
い
て
は
、参
考
人
へ

の
意
見
聴
取
や
証
人
尋
問
な
ど

を
経
て
、
調
査
の
最
終
報
告
書

が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

報
告
書
に
は
、
調
査
経
過
と

し
て
、
同
法
人
の
施
設
管
理
上

の
問
題
点
や
今
後
の
委
託
事
業

先
と
し
て
の
適
切
性
を
検
証
す

る
た
め
、
よ
り
強
制
力
の
あ
る

地
方
自
治
法
第
１
０
０
条
第
１

項
の「
調
査
権
」の
委
任
を
受
け
、

調
査
を
進
め
て
き
た
こ
と
、
ま

た
調
査
結
果
と
し
て
、
施
設
管

理
上
の
不
適
切
な
事
案
が
多
数

明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
労

務
管
理
上
の
問
題
や
、
前
理
事

長
に
よ
る
法
人
の
私
物
化
な
ど

速
や
か
に
改
善
さ
れ
る
べ
き
数

多
く
の
課
題
が
見
い
だ
さ
れ
た

こ
と
、
理
事
長
交
代
に
よ
り
同

連
合
審
査
会
の
調
査
報
告
を

了
承
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
会
前
理

事
長
の
告
発
に
つ
い
て
可
決

全
員
協
議
会


